
1 
 

福祉文教常任委員会協議会会議録 

１ 開会日  平成２２年５月１２日   午前 ９時３０分 開会 

              午後 ０時１１分 閉会 

２ 場 所 議員控室 

３ 出席委員 奥津勝子委員長  竹内恵美子副委員長 
鈴木京子委員   山田喜一委員  浅輪いつ子委員 

 土橋秀雄委員   渡辺順子委員   
 

４ 傍聴議員  清水弘子議員、坂田よう子議員   
 

５ 説明員 町長 三好正則   副町長 吉川重雄 
 教育長 福島睦惠  二挺木子ども育成課長   
林主幹  山口副主幹  大隅室長  佐宗主査 

 島村スポーツ健康課長  瀬戸主査 
  

６  職務のため

出席した職員 
 局長 飯田 隆 
 書記 岩田隆吉 

７ 協議等の事項 

  （１）学校プール整備について 

  （２）次世代育成支援地域行動計画について 

  （３）民間幼稚園誘致について 

  （４）その他 

   
８ その他 

   一般傍聴 １名 
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（１） 学校プール整備について 
    生沢プールの廃止に伴い、国府小学校敷地内に学校休業中には町民が

利用できる学校プールを整備する。開設は平成 24 年度を予定している。 
   ◎主な質疑 
    問．グラウンドの利用に問題はないのか。またプール施設の防災機能

施設とは何か。 
    答．プールをグラウンドの東側に設置した場合、トラックは縦でも横

でも取れる。また残ったグラウンドは他の学校の施設と比べても

遜色はない。防災施設としては、プールの水を利用する「飲料水

浄水型システム」、「マンホールトイレシステム」を考えている。 
    問．夏季以外の有効利用は。 

答．防災に備えて水を確保することを基本に考えているが、スペース

の有効活用を設計の中で考えていきたい。 
    問．生沢活断層の検討は。 

答．耐力度のある建物にしていきたい。地質調査は行う予定である。

事前に調べていく。 
    問．生沢プールとの規模の違いは。また実施設計の発注時期はいつか。 

答．生沢プールの敷地は約 2,200 ㎡、ここは概ね 1,200 ㎡である。基

本的な考え方をもって基本設計、実施設計を発注する。５月末に

入札、６月に契約の予定である。細かい指示はださない。様々な

条件の中で比較検討などを行いながら整備内容を徐々に固めてい

く予定である。夏ごろには複数案をお示ししたい。 
問．維持管理費の見込みは。 
答．観光プールの維持管理費の 7 掛けか８掛けを想定している。 
問．大磯小の水泳授業もここで行うのか。また町民への施設開放のき

まりは。 
答．大磯地区の水泳授業は今までのとおり照ケ崎プールで行う。開放

プールの条例・規則を作っていかなければいけないと考えている。 
問．プールは中学生も使用するのか。 
答．使用する。 
問．駐車場の考えは。 
答．車での乗り入れは禁止である。駐輪場は確保する。 
問．概算事業費の２億円の根拠は。 
答．防災機能を備えた伊勢原市の成瀬小学校、業者からの見積もりを

参考にした。 
  
（２） 次世代育成支援地域行動計画について 
    大磯町次世代育成支援地域行動計画（後期計画）が策定され、策定の
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経過と素案からの主な修正点についての説明があった。 
  ◎主な質疑 
   問．60 ページの安全な妊娠・出産への支援は継続となっているが内容等

の変化はあるのか。 
   答．個々の事業の充実を図る。 
   問．パブリックコメントが３件ということだが、意見を求める努力はど

のようにしてきたか。 
   答．公募町民等が入っている地域協議会で計画策定を進めてきた。件数

が少なかったのは募集期間が短かったことなどもあるが、町民の意

見の反映には努めてきた。 
   問．54 ページの待機児童対策の民間保育園の増改築とあるがなぜ民間だ

けなのか。 
   答．国の補助が町立保育園にはでないため。 
   問．54 ページの病児・病後児保育実施の検討の内容に病児保育を入れる

べきでは。 
   答．病児保育は検討はしていくが、医師との連携が必要であり実現のハ

ードルが高い。５年間での実施が不確実なため入れていない。 
   ※94 ページの「計画の進行管理・フォロー」が落丁 
 
（３） 民間幼稚園誘致について 
    今年度予定している民間幼稚園選考委員会、募集、選考についての民

間幼稚園誘致スケジュールの説明があった。 
  ◎主な質疑 
   問．選考委員会委員の幼稚園ＰＴＡ役員に経過を説明したのか。また民

間幼稚園長は利害関係者にならない方か。 
   答．時間を見て今後説明をしたいと考えている。利害関係はない。 
   問．募集要領素案に適応指導教室及び教育研究所として当分の間使用と

あるが、当分の間の意味は。また誘致する幼稚園が適応指導教室等

を行うことはあるのか。 
   答．現在の場所以外で今よりもふさわしい場所なりがあればそちらに移

転をするという意味である。適応指導教室等は、今後も教育委員会

が運営をしていく。 
   問．送迎バスを運行することは条件となるのか。 
   答．第１回の選考委員会の中でももう少しやわらかな表現にならないか

という指摘をいただいているので、第２回に向けて練っていきたい。 
   問．預かり保育はだれを対象としているのか。 
   答．通園している園児を考えている。 
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（４） その他 
   ア 子ども手当について 
     児童手当受給者はそのまま子ども手当に移行し新たな申請は必要が

ない。新規の受付対象者が 901 件、額改定対象者が 179 件あるが、５

月 11 日現在で新規は 301 件、額改定は 94 件が受付を済んでいる。６

月 10 日支給は５月 18 日が締め切りである。 
   イ 子育て支援総合センター竣工式について 
     ５月 21 日午前 11 時から子育て支援総合センターの竣工式を行う。

役場から送迎車を用意するので、19 日までに利用される方は連絡をお

願いする。 
     なお、４月に雨が続き外溝工事等が遅れたため周辺道路が一部仮舗

装の可能性がある。 
 


